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●依然として重い「市債償還」の負担
早期健全化基準内ではあるものの、全国平均からは、大きく上回っ
ていることに留意する必要があります。

●事業の選択と集中による持続可能な財政運営
限られた財源を効果的に予算配分し、持続可能な財政運営に努める必要があります。

実質公債費比率と将来負担比率のいずれも全国平均を上回って
おり、市債の償還の負担が大きい現状を示しています。

実質公債費比率:8.2％(全国平均5.6％) 将来負担比率:104.1％(全国平均6.3％)

実質赤字比率と連結実質赤字比率は「なし（黒字）」で早期健全化基準を大きくクリアしています。
一方で、実質公債費比率と将来負担比率は全国平均(市区町村平均)を大きく上回り、市債償還の負担が全国的に見て重い現状を示しています。

単年度の借金返済の負担(実質公債費比率) 今後の借金返済等の負担(将来負担比率)



令和６年度 公営企業会計における資金不足比率の算定結果

(令和6年度末時点)

病院事業は剰余を維持するも
注視が必要な水準

水道事業は高い
剰余比率を維持

下水道事業の剰余比率が
大幅に改善

R5 6.63％ R5 105.09％ R5 28.15％

全国平均(市区町村)との比較

全国では病院事業、下水道事業でそれぞれ1団体のみが基準を超え
ています。

全国1団体

全国1団体

該当なし

全ての企業会計で法定基準をクリアしています。


